
協議事項 御津コミュニティバスの経路変更について 　　

1.概要

　御津コミュニティバスは、一畑バス御津線の廃止に伴い、当該路線の廃止代替として、住民の通院、

　通学等の生活交通手段を確保するため、御津から春日南（朝一便のみ県民会館前）まで運行している
　ところ、在り方検討を通じて、令和8年4月1日から全便県民会館前まで延伸をする。

2.変更内容

　・路線 → 別紙1のとおり

　・時刻 → 別紙2-1、2-2のとおり

　・運賃 → 別紙3のとおり（別途運賃協議会で決定）

3.参考

　運行事業者及び使用車両に変更はなし。
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別紙1

【路線】※路線定期運行

（現　　行）

  御津～春日南

　※朝一便のみ県民会館前（黒田町井出の内経由）

（R8.4.1～）

  ・全便県民会館前まで延伸（西原経由）

　・北堀町、塩見縄手は往路未経由

　　（片側停留所のため）

　・フリー乗降区間は、現行通り

　　（御津～西の谷入口）
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別紙2-1

【時刻表】

R8.4.1～
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【時刻】※路線定期運行

・時分は変わるものの便数

　に変更なし

・営業前のふれあい館経由

　を省いて（朝一便のみ）　　

　到着時間を早くする

別紙2-2

現　　行

土日祝運休

変更後
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別紙3

【運賃】※別途運賃協議会で決定

定額料金


